
令和３年9月2日（木）
貿易経済協力局 貿易管理部 特殊関税等調査室

令和３年度 貿易救済セミナー
～意外と知らない？アンチダンピング制度の活用であなたの会社の将来が変わる！～





3

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部長

風木 淳 ご挨拶

経済産業省よりご挨拶
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2020年度貿易救済セミナーセミナー動画のご案内

経済産業省よりご挨拶
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１．貿易救済措置の概要と効果
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アンチダンピング措置の概要

 輸出国の国内価格よりも低い価格による輸出（ダンピング輸出）が、輸入国（日本）の
国内産業に損害を与えている場合に、その価格差に相当する関税を賦課できる措置です。

















CVD申請に必要な補助金に関する情報の収集について
 CVD措置を申請するためには、輸出国政府が特定の輸出企業・産業を支援していることを示す
具体的な証拠を、合理的に入手可能な範囲で収集・提出する必要。

補助金の類型例 収集する補助金に関する証拠 情報収集の手がかり

直接的な補助金のほか、特定の産業
や企業に対してのみ、通常の市場取引
では得られない経済的な利益が与え
られている場合、CVD措置の対象とな
り得る。

（具体例）
・減免税
・債務免除
・債務保証、弁済期間の延長
・出資
・政府系金融機関による低利融資
・低価格での物品・サービスの提供

（直接証拠）
・輸出企業の有価証券報告書や債券
報告書に記載されている財務諸表
・輸出国の法令
・輸出国の補助金制度に関する資料
や報道発表

（状況証拠）
・世界銀行・OECD等の国際機関によ
る補助金に関する報告書
・学術論文
・相手国の現地での報道

・他国の貿易救済措置調査にお
ける提出証拠や調査報告書
・民間の調査会社への委託調査
・輸出国の駐在員からの情報
・他国の産業補助金に関する業
界内の意見交換
・経済産業省やJETROが提供す
る海外ビジネス情報

※ 国内産業への実質的な損害及び因果関係に関する証拠の収集、調査手続等は、AD措置と同様。 16



（参考）CVD措置の活用に向けた課題と対応の方向性
 産業構造審議会 特殊貿易措置小委員会において、日本におけるCVD措置の活用に向けた課題
と対応の方向性について議論し、8月30日に提言をとりまとめ。

 今後、提言を踏まえ、各国の調査当局との意見交換等を通じて補助金に関する情報を収集し、国
内企業に積極的に情報提供するとともに、申請に関する相談受付体制を整備。

補助金相殺関税措置の活用に向けた課題と対応の方向性（提言の概要）

課
題

1. 他国の補助金情報の入手
が困難 2. 相手国からの報復の懸念 3. CVD措置に対する企業の

認知度不足

対
応
の
方
向
性

○各国調査当局との情報共有
・今秋、主要国の調査当局との会
合において、各国の調査実務や
補助金に関する情報等について
情報共有。

○官民での情報共有の推進
・産業界への積極的な情報提供
・個別案件の初期の段階から、事
前相談を通じてきめ細かく対応
・CVD申請の相談窓口の整備・体
制強化

○企業自らリスク分析を実施
・報復対象となりうる補助金、輸出
品はあるか、企業自らサプライ
チェーンを分析することが重要。

○他国との連携
・輸出国政府や産業界との様々な
対話チャネルの維持
・国際的に協力して報復に対抗す
るための、他国との連携の強化

○企業へのアウトリーチ活動の推
進

・セミナーやニューズレター、HPによ
る情報発信を強化
・産業界との積極的なコミュニケ－
ションを実施

○国民全体に向けた政策的意義
（※）の発信

（※）国内生産拠点の維持を通じた国民生
活の安全の確保、通商ルールの執行を通じた
国際的な法の支配への貢献 等
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貿易救済措置利活用に関するディスカッション

１．貿易救済措置の概要と効果

・川瀬剛志 上智大学法学部 教授
・黒田和男 日本製鉄株式会社 営業総括部部長（通商総括）
・田中雄作 株式会社旭リサーチセンター 主席研究員

（旭化成株式会社リードエキスパート（通商・関税）経営企画部部付）

・三輪田祐子 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室長
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AD措置申請経験者の声のご紹介

１．貿易救済措置の概要と効果

・相磯昌宏 東ソー日向株式会社代表取締役社長

・三輪田祐子 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室長
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２．WEBコンテンツの活用方法と効果
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WEBコンテンツに関するディスカッション

２．WEBコンテンツの活用方法と効果

・加納呼亜 一般社団法人日本鉄鋼連盟 業務部海外市場グループ マネジャー

・三輪田祐子 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室長
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３．個別相談のご案内






